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研究ノート

明治期における熊本県酒造業の展開

—近代酒造業の基本的性格に関連して一一—

I はじめに

II 近代酒造業の成立と性格

m 熊本県における近代酒造業の展開

I はじめに

わが国の酒造業の資本主義的展開は，それ自体

わが国における資本主義の発展の中で把握されな

ければならないり しかしながら酒造業は，封建

時代前から続く産業であり，生産物•生産構造・

生産地域は，それぞれ特殊性を持っている2)．こ

れらに対して，これまで多くの研究がなされてき

た小野晃町の中世酒造業の研究，柚木重三丸

柚木学5)の近世灘酒造業研究は，その代表的な

ものである．他に篠田統見小松和生7)，長倉

保8)．本庄栄治郎9)，井上洋一郎10)等の業績も重要

である．これらは主に池田・伊丹・伏見・灘等の

いわゆる「酒造先進地域」の研究であった．これ

に対し．岡 光夫11)，伊藤豊松12)等はいわゆる「地

方酒造業地域」の酒造業を研究対象とした．これ

らの諸業績は．主に封建時代の酒造業が対象であ

り，いわゆる「近代酒造業」を研究対象としたもの

は，新保博13)，松木侃14)．桜井宏年 15)，藤原

隆男 16)等少数である．このようにわが国の酒造

業研究の主流は，主に酒造先進地域の清酒製造業

および．封建時代の地方酒造業の研究であった．

それは山田盛太郎が，醸造業（したがって酒造業）

の存在意義を「維新前」 ・「徳川封建制下」に求

八久保厚志

1.近代酒造業の成立と展開

2、焼酎生産地域の形成過程

N 結びにかえて

めたことに起因するものと考えられる 17)． しか

しながら筆者は，明治維新後の酒造業の地域的展

開の解明が，わが国における資本主義発展の地域

的諸相の断面を表示する可能性を持つものと考え

る．

本稿は，このような観点から，明治期から大正

期にかけての熊本県酒造業を，近代酒造業の基本

的性格に関連させて，わが国の近代酒造業の中で

位置づけることを目的としている．

II 近代酒造業の成立と性格

近代酒造業の成立過程を整理する前に，起点と

なる明治前期におけるわが国酒造業を概観してお

こう ．第 1表，第 1図とも「帝国統計年鑑」を資

料として作製したものである．これらによると，

明治15(1882)年 BY18)の全酒類生産量は約500万

石であり，その98％弱が清酒である．清酒は，兵

庫県（約48万石），愛知県（約28万石），大阪府（約

27万石）での生産が多く，愛媛県，福岡県がこれ

に続く ．生産上位 5地域のシェアは29.2％である．

焼酎は，鹿児島県（約1.3万石），熊本県（約0.6万

石），宮崎県（約0.6万石）で生産が多く福島県，千
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第 1図 明治15(1882) BYにおける酒類生産の分布
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資料： r帝国統計年鑑』
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葉県がこれに続く．生産上位 5県のシェアは

46.0％で清酒を上回っている． i蜀酒は千葉県が最

も多く生産しており（約0.9万石），生産上位 5地

域（千葉・東京・神奈川・秋田・熊本）のシェアは

70.2％で清酒，焼酎を上回っている．同年度の酒

類生産量の分布は，清酒生産量の傾向と同様と

なっている．以上を前提に，生産量（第 2図），酒

造法の推移（第 2表）をもとに近代酒造業の成立過

第14号 1986年

程を整理しよう．

近代酒造業は，明治 4(1871)年の「清酒濁酒醤

油鑑札収与並二収税方法規則j19)によって，旧幕

時代の特権的酒造株制度が廃止されたことを契機

として始まる20).

明治 4(1871)年から同13(1880)年にかけての時

期は，全国的に酒造業者が多数創業し，近代酒造

業の基礎が形成された． しかしながらその多 くは，

自家労働力を中心に 2~3人の雇用労働力による

手工業的生産であった2]）．またこの時期創業の

酒造業者の多くは，「地租改正」によって新たに

創出された小地主・自作農およぴ地主化しつつ

あった商人層であった．彼らは，作得米の現金化

手段として酒造業を兼業したのである．また，こ

の時期は，農村部における貨幣経済の進展および

農業生産力の拡大が，それまでの自家用濁酒飲用

という飲酒慣行を，清酒購入飲用という新しい飲

酒慣行へ向わせていた．このような，農村部での

清酒需要拡大に対応したのがこの時期創業の酒造

業者であり，近代における酒造資本の一類型がこ

の時期に形成されたのである．

明治14(1881)年から同28(1895)年にかけての時

期は， （それまでが近代酒造業の全般的発展期と

するなら）第 1期の再編期といえよう．明治13

(1880)年，同15(1882)年の「酒造税則」 22)の成

定および改定による酒税の増徴政策が，明治14

(1881)年より始まる松方デフレ策の一環として行

なわれた23)．これによって，農村部を唯一の市

場として成立した酒造業者は，農村部の経済的困

窮と，酒税の重圧との二重苦をよぎなくされ，多

くの転廃業者を出すことになった． しかしながら

第 1表 明治15(1882)BYにおける酒類製造状況

順位 清 酒 焼 酎 濁 酒

石 ％ 石 ％ 石 ％ 

1 兵 庫県 484,514 ( 9. 7) 鹿児島県 13,480 (17.5) 千葉県 8,500 (19.0) 

2 愛 知県 275,484 (5.5) 熊本県 6,445 (8.4) 東 京 府 8,160 (18.1) 

3 大阪府 270,250 (4. 7) 宮崎県 5,757 (7.5) 神奈川県 7,331 (17.2) 
4 愛媛県 207,482 (4.1) 福 島 県 5,084 (6.6) 秋田県 3,164 (7.4) 

5 福 岡県 190,504 ( 3.8) 千 葉 県 4,639 (6.0) 熊本県 2,872 (6. 7) 

5 県計 1,428,234 (29. 2) 35,405 (46.0) 30,027 (70.2) 

其他県合計 3,467,664 (70.8) 41,632 (54.0) 12,717 (29.8) 

全 国 計 4,895,898 (100.0) 77,037 (100.0) 42,744 (100.0) 

資料：『帝国統計年鑑J
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第 2図 明治期における酒類生産量・酒造場数の推移
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資料： r帝国統計年鑑』

この時期，清酒嗜好が徐々に農村部・都市部を問

わず浸透しつつあり，わが国の飲用酒類が清酒ヘ

一般化・全国化していった．このような状況を背

景に，幕末より明治前期一時停滞していた旧来の

大酒造資本は，農村市場へ進出することによって

相対的発展を成し逐げる．このことによって，灘・

伏見等の酒造業地域は，いわゆるナショナルプラ

ンドを移出する大銘醸地24)として形成され，ま

た広島・岡山・福岡県等は，新興銘醸地となって

ゆく．一方これらの地域の酒類を移入する地域の

酒造業者の生産する酒類は，地域市場のみを対象

とするローカルプランドとして位置付けられるこ

とになった．このようにこの時期は，農村部にお

ける零細酒造業者の没落と，旧特権的酒造資本の

相対的地位の上昇期として把えられる25)．同時

に，明治23(1890)年の「酒造税則J一部改定は，

酒造業者の地主化をより 一層促進させた．この改

定では，経営が不良な酒造業者に対して，年間生

産量に相当する担保を税務当局に供託することを

強制しており，これによって税収の安定をねらっ

たものである26)．後に〔明治29(1896)年〕この制

度は27)，「納税保証制度」として全酒造業者に適

用されることになった．このため酒造業への新規

参入は，それ以前より困難となった．またこの制

度は，地主兼営酒造業者以外の酒造業者の地主化

を促進させる契機となった．一般に農村社会での

酒造業者＝地主という図式は，酒造業者の出自だ

けでなく以上のような制度的契機が作用したもの

であるとされている地主の酒造業経営，地主化

した酒造業者のいずれの場合も，土地所有を媒介

とした酒造業経営は，地域社会での彼らのステー

タスを上昇させる役割を担っていたのである28).

このように一方で「納税保証制度」は，それまで

の副業的酒造経営からより積極的酒造業経営への

画期ともなったのである29).

明治29(1896)年から明治末年にかけての時期

は，自家用酒製造禁止政策の下に酒類生産が酒造

業者に一本化された時期である30)．明治32(1899) 

年をもって完成する自家用酒製造禁止政策は，自

家用酒製造が普及していた秋田県・福島県（濁
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第2表 酒税に関する主要基本税法の推移

明 治 大正 昭 和
諸 税 法

10 20 30 40 10 10 20 30 40 50 

8. 10. l 
酒 類 税 則 ：淡：祠：；；；

13 IO I 
酒 造 税 則 ：：：：：：：：：：：：：；：；：：：：：；：：：；：；：；：；：：：；：；：：： 

29 10 I 
酒 造 税 法 ：：：：：：：：：：：：：；：：：：：：：：：：：；：：：：：：：：：：：；：： 羽羽：菱：菱：嵌：： :;:::;:::; 

29 10. I 
混 成 酒 税 法 :：：:：:：：::：:：:：：:：::::：：::：:：：::：:：:;：：： 咲：菱：楽：菱：：苓：:;:;:;:;:;:：,:：：::::：：::：:；： 

34. 10 I 
酒精及酒精含有飲料税法 :;:;:;:;:;:;:;:,:,:::,:;:;: 楽：祠塔：楽：浣： :：：:：:;::：:：:::：;:::：：：:：： 

34 IO I 
麦 酒 税 法 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：；： ：：：：：：：：；：：：；：；：：：；：：：：：： ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

酒 税 法

現 行 酒 税 法

自家用酒税法
29 10 1 
楽：：

西 暦 1877 1887 1897 1907 

女料：注記 52)八久保厚志「r焼酎J産地における若干の問題」

酒），鹿児島県・熊本県・宮崎県（膠取り焼酎）の

自家用酒製造者を，酒造業者へと転化させる契機

となった当初集落内での共同酒造場として出発

した酒造場が，後にその中から商業的酒造業者と

して多数輩出していったのである31)．これらの

地域外では，この段階でも零細酒造業者の転廃業

が続き，大酒造業資本に生産が徐々に集中して

いった．特に灘・伏見の酒造業資本は，全国的に

進出していき，進出先の酒造業者と対峙していっ

た．彼らは，「酒造先進地域」の酒造業資本とし

ての優位性，特に優れた清酒製造技術によって，

全国的な市場展開を成功させていくことになる

が，一方で，進出された地域の上層酒造業者が，

「灘式」の清酒製造に同調していったことも注目

しておかねばならない32)．灘・伏見等の大酒造

資本の全国的展開と，清酒製造技術の一般化・平

準化は，進出された地域の酒造業者の大多数を，

限定された地域市場に留めることになった．この

ような状況の下にわが国の近代酒造業は，近代

における階層性と地域性を拡大し始めたのであ

る．

以上のように，明治期におけるわが国の酒造業

は，政府の財政政策によって形成され展開してき

たといってもよく，この後も時々の財政政策に

よって変動することになる．その変動は，酒造業

資本の階層性と地域性によって差違があり，ここ

15 4 I 
:::::,:,:,:::::,:,:;:::,:;:;:;:::: 

28 3. I 
:::::,:::::::::,:,:::,:,:,:,:,:,:,:,:,:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:; 

1921 1935 1945 1955 1965 1975 

に酒造業および酒造業資本の発生史的解明を，わ

が国の財政史および資本主義の地域的発展と関連

させて行なう所以があるのである．

皿 熊本県における近代酒造業の展開

1.近代酒造業の成立と展開

熊本県は，概ね北部・西南部を領有していた旧

細川藩と，東南部を領有していた旧相良藩を合せ

た地域である．同地域では，近世来，清酒系酒類

と焼酎系酒類が製造されていた．

旧細川藩領域では，清酒の他「赤酒」が近世以

来製造されており，明治12(1879)年頃まで同地域

の酒類生産の主流であったとされている．熊本県

における清酒製造業の起源は，「今ヲ去ル約百年

前上益城郡失部郷及卸船町二於テ男山卜稲スル清

酒ヲ醸セル」 33) に始まる．明治10(1877)年の西

南の戦役は，現在の熊本市及びその周辺の酒造場

の生産設備・保有酒のほとんどを破壊・廃棄させ

てしまった．このため熊本県の酒類生産力は減退

をよぎなくさせられた．一方，戦役後の九州管理

のための政府諸機関の熊本区集中は，同区及び周

辺地域の人口を増加させた政府諸機関の官使と

その家族，商人等が県外から流入してきたのであ

る．彼らは社会・経済的上層階級であったし，清
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明治期における熊本県酒造業の展開

酒嗜好の強い福岡県や関西地方の人々であった

34)から多量の県外清酒が流入することになった．

特に福岡県産酒が多かった．これを契機に，熊本

県における酒類消費は清酒へ向かうことになっ

た．同時に熊本県の酒造業者の酒類生産も清酒ヘ

と向かうことになるが．「多年赤酒ノ醸造二馴致

セラレタル嘗業者ハ原科ノ精選二諸器具ノ整調二

各酒ノ操作二於テ畜慣ヲ脱スルヲ得ズ品質ノ向上

洵二憫然タル」 35)状態であったため，県外酒，

特に福岡県産清酒は，「宰乎タル地盤ヲ占メ倍々

縣下酒造界ヲ歴追スルニ至」っていた36)．そこ

で県内の酒造業者は，明治12(1878)年に渡辺敬生，

大森総作，岡崎唯雄らが中心となって各郡に酒造

組合を組織し，業者間の結束をはかったまた明

治42(1909)年には，県費の補助を得て飽託郡川尻

町（現熊本市川尻町）に熊本県酒造研究所を開設

し，県産酒の改良をはかったここでの主な活動

は，（l）「税務監督局技術官指導ノ下二技術者ノ養

成」，（2）「各種ノ試験研究ヲ為ス」，（3）「先進地ヨ

リ数師ヲ聘シ宜地指導ヲ周到ニシ」，（4）「夏季事

業閑散ノ時二際シテハ學術的講習ヲ為ス」ことで

あっ t.:.37) しかし --のよつな酒造業者の努力

が実を結び，県外酒を駆逐するようになるのは大

正期を待たねばならなかった．このように明治期

における熊本県酒造業は，県内市場でさえ県外酒

造業との競争の時期だったのである38).

また熊本県における焼酎製造業は， 「本縣二於

ケル焼酎ハ米製焼酎，酒精式焼酎及清酒醸造家ノ

副業タル清粕焼酎ノ三種トス」 39)とあるように

3種類の焼酎が生産されていたようである． 「米

製焼酎ハ主モニ球磨焼酎ニシテ古来ヨリ球磨郡二

於テ製造セラレ獨持ノ風味ヲ有ス各戸自家用製造

ヲナシ子々孫々二博ヘラレタルモノニシテ何等改

良ノ見ルヘキモノナシ」 40)ともあるように，熊

本県東南部旧相良藩領域である球磨郡において

は，独自な焼酎が古来より生産されていた．その

大部分は自家用酒生産であり，「製造業トシテ起

リタル多クハ明治二十九年自家用酒禁止ノ後ニシ

テ古キモ漸ク四五十年前ノ創業二属•ス」 41) とさ

れている． しかし，封建時代より相良藩では，焼

酎の「入立茶屋」での商品生産を認めていた42).

これら「入立茶屋」を出自とする酒造業者と，明治

前期に創業した酒造業者は，明治11(1878)年吉村

勇次らを中心に「球磨郡酒造組合」を結成し，同

業者の結束をはかった同組合は，明治32(1899) 

年「酒造組合法」の定ゆるところにより改組され，

同法認可団体となっている43).

粕取り焼酎は，前述の資料が示すように清酒製

造時の副産物として生産された．

酒精式焼酎は，明治40(1907)年に創設された酒

精工場によって，その生産が始まった同工場は，

肥後酒精株式会社が現在の熊本市出水町に建設し

た．資本金は35万円で，県内資本だけではなく県

外からの出資も多く，当時従業員38人を扉用する

県下随一の酒類工場であった44)．創業当初はエ

業用アルコールを主に生産していたが，明治44

(1911)年から酒精式焼酎生産を開始した45).

熊本県の清酒・焼酎生産の推移を第 3図で概観

しよう ．

清酒は，明治10(1877) BY頃に最初の生産の

ピークが現われる．明治10年代後半から同20年代

中頃までは生産が停滞し，その後明治30年代前半

には上昇傾向に転じ，同33(19°00) BYに第 2の生

産のピークを迎えている．このような生産の傾向

は，前述のように全国的な清酒生産の動向と軌を

ーにしているようにみえる．明治30年代前半の生

産増加は，自家用酒製造禁止政策に起因するもの

と考えられる．自家用酒の禁止政策は，酒造業者

に新しい市場を提供することになり，特に農村部

の酒造業者に生産の回復を与えたのであったし

かしながら，同政策が農村部の零細酒造業者の「近

代化」を目的としていなかったので， この生産の

回復は一時的なものでしかなかった しかしなが

らより上層の酒造業者にとっては，生産・経営の

「近代化」，それによる生産拡大の基盤を確立さ

せる契機ともなった．この時期一時的に生産増を

迎えた熊本県酒造業界ではあったが，需要全体を

まかなうまでには展開できず，かえってより一層

の県外酒の移入をまねく結果となってしまった．

焼酎生産は，明治15(1882) BY 6,446万石であ

り， これより明治28(1895) BYまで年間3,000石

から5,000石代を推移している．明治29(1896)BY 
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第3図
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以降生産は上昇し，明治32(1899)BYにピークを

迎える．焼酎生産は，通年製造が可能なことと貯

蔵が容易なことによって隔年毎に増減をくりかえ

すという性格をもっているが，明治末期頃には全

体的に増加している．

酒造場数は全体として，明治10年代前期，明治

30年代前期に 2つのピークがみられるが，清酒製

造場と焼酎製造場とでは異なった傾向を示してい

る．第 3表は，酒類別酒造場数の変化を示したも

のである．酒造場総数は，漸減傾向を示している

が，明治25(1892) BY, 同36(1903) BY, 同40

{1907) BYには若干持ちなおしている．清酒製造

場，焼酎製造場とも漸減傾向にあるが，清酒では，

明治30(1897) BY, 焼酎では，同36(1903) BY, 

第 3表 熊本県における清酒・焼酎酒造場の変化

B y 全酒造場 清 酒 焼 酎

明治12(1879) 1,279 (100) 584 (100) 491 (100) 
15(1882) 741 (58) 320 (55) 330 (67) 
20(1887) 456 (37) 221 (38) 228 (46) 
25(1892) 552 (41) 230 (39) 233 (47) 
30(1897) 450 (35) 266 (46) 123 (25) 
36(1903) 524 (41) 219 (38) 266 (54) 
40(1907) 701 (55) 218 (37) 195 (40) 

大正 1(1912) 312 (24) 171 (29) 129 (26) 
5 (1916) 254 (20) 140 (24) 102 (21) 
9 (1920) 221 (17) 127 (22) 78 (16) 
14(1925) 173 (14) 114 (20) 59 (12) 

昭和 5(1930) 128 (10) 90 ( 1~) 44 (9) 
10(1935) 104 (8) 66 (11) 40 (8) 

資料：『熊本県統計書』．『税務統計』

同40(1907) BYに若干の持ちなおしがみられる．

注目したいのは，自家用酒が製造禁止となる明治

32 (1899) BYを含む明治30(1897) BYから同36

(1903) BYの期間に，清酒製造場は266場から219

場へ57場が減少しているのに対して，焼酎製造場

は123場から266場に倍増していることである．清

酒はそれより前の期間〔明治25(1892) BY～同30

(1897) BY〕に36場増加している． またおのおの

の増加は前述のように，自家用酒の製造禁止政策

による集落内の共同酒造場の創業によるものと考

えられるが，その時期と程度が清酒と焼酎では異

なっていることにも注目したい．共同酒造場はこ

の後，酒造業者へ転換した場合も少なくなかった

が，その多くは営業酒の浸透によって廃場へ向う

ことになる．酒造物は昭和10(1935) BYには，明

治12(1879) BYを100とした場合，全酒類計で8'

清酒11,焼酎8と激減する．

前述の生産量の増加，酒造場の減少は， 1場当

りの生産量を拡大させてゆくことになった．第4.

5表は，清酒と焼酎の生産規模別酒造場数の変化

を示したものである．清酒は明治36(1903) BYと

大正元 (1912)BYを比較すると， 5 -200石層の

各階層の比率が低下 しているのに対し， 300~

3,000石層の各階層の比率は，上昇している．い

わゆる「千石酒屋」は， 7場から 9場に増加して

いる．焼酎は，同時期 5-50石層の各階層が比率
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第4表 熊本県における清酒生産規模別酒造場数の変化

清酒製造規模＼BY 明治36(1903) 大正冗(1912) 大正14(1925) 昭和11(1936)

石 ％ ％ ％ ％ 

5~ 50 6 (2. 7) 1 (0.6) 

50- 100 13 ( 5.9) 1 (0.6) 1 (5. 9) 

100- 200 72 (32.9) 38 (22.2) 13 (11 4) 11 (16.9) 

200~ 300 39 (17 8) 35 (20.5) 14 (12.3) 3 ( 4.7) 

300- 500 34 (15.5) 34(17.9) 26 (22.8) 13 (20.0) 

500- 700 13 ( 5. 9) 26 (15.2) 18 (15.8) 11 (16.9) 

700-1,000 8 (3  7) 9 ( 5.2) 14 (12.3) 7 (10.8) 

1,000-2,000 7 (3.3) 8 ( 4. 7) 16 (14.0) 9 (13.8) 

2,000-3,000 1 (0.6) 1 (0. 9) 2 (3.1) 

休 坦、A 27 (12.3) 18 (10.5) 11 ( 9.6) 9 (13.8) 

合 計 219 (100.0) 171 (100.0) 114 (100.0) 65 (100. 0) 

資料： r熊本県統計書』

第 5表 熊本県における焼酎生産規模別酒造場数の変化

焼酎製造規模 ＼BY 明治36(1903)
石 ％ 

5 未満 29 (10.9) 
5~ 10 

} 156 (58.6) 
10~ 50 
50~ 100 32 (12 0) 

100~ 200 10 (3. 7) 

200- 300 3 ( 1.3) 

300~ 500 
500-・ 700 

700-1,000 

2,000-3,000 

10,000以上

休 坦、生 36 (13.5) 
A ロ 計 266 (100.0) 

資料：『熊本県統計書』

を低下させているのに対し，他の階層は比率を上

昇させている．しかも，大正元 (1912)BYには

10,000石を越える酒造場の出現をみている．これ

は前述の酒精式焼酎工場である．

このように，生産量と酒造場数の推移からみる

限りでは，熊本県における清酒製造業は地方的で

あり同県は後進酒造地域であったといえよう． し

かしながら，同県酒造業の特殊性はそればかりで

はないと思われる．その解明のためには同県にお

ける酒類生産のもう 1つの主流である焼酎生産に

ついて整理されなければならないだろう．以下同

県の焼酎生産について若干の整理を行なおう．
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大正元 (1912) 大正14(1925)
％ ％ 

2 ( 1.5) 

} 59 (45 7) 
1 ( 1. 7) 

6 (10.2) 

18 (14.0) 15 (25.4) 

9 ( 7.0) 15 (25 4) 

5 (3.9) 6 (10.2) 

3 (2.3) 4 (6.7) 

1 (0  8) 2 (3.4) 

2 (3.4) 

1 ( 1. 7) 

1 (0.8) 1 ( 1.7) 

31 (24.0) 6 (10.2) 

129 (100.0) 59 (100.0) 

2.焼酎生産地域の形成過程

前述のように熊本県における近代酒造業は，わ

が国の近代酒造業の中では，より地方的な発展過

程と構造を持っている．その中で特に重要だと思

われる事は，近代においてわが国の飲酒嗜好が清

酒ヘ一般化してゆく中で，はっきりした酒類別生

産地域（したがって消費地域）の分化がみられるこ

とである． 1つは旧細川藩領域での清酒生産・消

費であり，いま 1つは旧相良藩領域での酵取焼酎

生産 ・消費である46). また明治末期には，飽託

郡における酒精式焼酎の生産が始まる47)．この

章では，近代における熊本県での酒類生産の地域

的特化過程を，酵取焼酎生産を中心に整理してお

きたい．
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第 4図 熊本県における酒類生産分布の変化
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資料：『熊本県統計書』
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第6表 熊本県における焼酎生産の地域構成比（％）の推移

BY 明治15 明治20 明治25 明治30 明治35

区 ・郡 (1882) (1887) (1892) (1897) (1902) 

熊本区 ・飽託郡 9.8 6.9 6.9 6.0 5 4 

上 益城郡 9.8 10 1 10.3 
} 16.6 } 12.1 

下 益城郡 6.0 6.9 7 1 

玉 名 郡 6.2 4.9 4. 7 4.1 3.4 

鹿 本 郡 10.8 7.9 6.4 5.5 4.1 

菊 池 郡 5.7 4 8 5.8 8.2 5.1 

阿 蘇 郡 1.8 0.8 0 9 1.8 2.8 

宇 土 郡 3.0 1.2 1.0 0.6 

八 代 郡 2.2 2.0 1. 7 1.4 2.2 

葦 北 郡 0.7 1.0 0.9 0 2 1.5 

球 磨 郡 41 2 50.9 51 7 53.1 59.3 

天 草 郡 2.8 2.6 2.6 2.5 4.1 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

生産 1熊本県計 100 70 75 107 160 

指数球磨郡 100 86 94 138 231 

資料：『熊本県統計書』・『税務統計』

第4図は，明治15(1882) BY以降における熊本

県の酒類別生産の変化を郡別に示したものであ

る．清酒系酒類には，清酒の他に濁酒・赤酒が含

まれており，焼酎系酒類とは，酪取り焼酎・粕取

り焼酎・酒精式焼酎の総称である．これによると，

同県の酒類生産については次の 2点が指摘できよ

う．第 1には，焼酎生産集中地域は飽託郡と天草

郡48)，それに球磨郡である前 2地域は酒精式

焼酎生産地域であり，後者は謬取り焼酎生産地域

である．第 2点は，球磨郡においても，明治30

(1897) BYまでは清酒系酒類の生産がみられるこ

とである．少くともこの頃までは酵取り焼酎以外

の酒類も生産されていたのである．

第6表は，焼酎生産における地域構成の推移を

示したものである．球磨郡における焼酎生産は，

明治20(1886) BYから明治40(1907) BYまでは熊

本県の50％以上を占めている．同期間の生産指数

も上昇傾向にある．大正元(1912)BYになると，

第1位の座を熊本区・飽託郡に譲り，生産も減退

する． しかしながら，大正10(1921) BYには第 1

位の座にかえりざき，生産量も増加している．同

年度頃は，天草郡における酒精式焼酎生産が本格

化している時に当っており，飽託郡における酒精

式焼酎生産と競合が激化していた時期であった．
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明治40 大正元 大正 5 大正10 昭和 1 昭和 5 昭和10
(1907) (1912) (1916) (1921) (1926) (1930) (1935) 

8.0 39.5 48 0 20.8 

} 51 5 

64.3 66.2 

8.7 6.0 5.2 3.8 2.5 2.7 

3.5 1.3 0.8 1.0 0.6 0.8 

4.0 2 4 1. 2 1.2 0.5 0.1 0.2 

4.5 1.5 1. 2 1.0 
} 1.7 

0.7 1.1 

5.5 3.8 2.4 1.1 0.6 0.8 

2 0 1.1 1.4 0.5 0.4 0.1 

0.4 0.3 0.2 0.3 

} 0.7 

0.1 0.3 

3.8 2.6 1 2 0 6 0.3 0.1 

1. 7 1. 3 1.4 0.3 0.1 0.1 

54.9 37.9 35.5 43.1 34.3 30.4 27.6 

3.0 2.3 1.5 26.3 10 9 0.. 2 

100.0 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 

181 243 341 344 370 345 375 

241 224 294 360 309 254 251 

この 3つの地域に熊本県の焼酎生産は集中してい

くが，明治15(1882) BY段階では，鹿本郡・上益

城郡といった同県の清酒生産の中心地域でも焼酎

生産が比較的多くみられた．この地域での焼酎生

産は，前述のように，清酒製造業者の副産物とし

ての粕取り焼酎生産が主流であった．

ここで熊本県での主要な焼酎生産地域としての

地位が明らかになった球磨郡の酵取り焼酎生産業

の推移を，第 5図の生産量と酒造場数の変化で整

理しておこう．最も注目されることは，酒造場が

最も増加するのが，明治30年代前半であることで

ある．このことは，この時期創業した酒造業者が，

この地域における近代酒造業資本の代表となるの

ではないかということを予想させる．それはとも

かく，この事実は，熊本県における同時期の創業

酒造場のうちの大部分が，球磨郡における酵取り

焼酎製造場であったことを示していると考えられ

る．前述のようにこれらの主流となったのは集落

内の共同酒造場であった．これらは明治32(1889) 

年をもって完成する自家用酒禁止という制度的契

機によって創出されたものであることは先に述べ

たとおりである．この制度的契機は，一方ではそ

れまで自家用酒（酵取り焼酎）を造っていた人々

を，共同酒造場から酒造業者へと向わせた． しか
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資料：『熊本県統計書』

し，大部分の人々を酒類購入者に転化させたこと

が最も重要なことであった生産量も同時期増加

するが，より以上の増加をみるのは，同地域の酒

造業がより発展する大正期を待たねばならない．

以上のことと，前章までの整理によって，醒取

り焼酎生産地域としての球磨郡における近代酒造

業の成立と展開は，以下のようにまとめられよう．

1)形成期：明治前～明治28(1895)年頃まで

封建的特権酒造業者の存続と，農業副業的性格

（地主兼営酒造）を持つ酒造業者創業の時期． しか

しながら全体としては，自家用酒（酵取り焼酎）生

産が主流であった．

2)共同酒造場創設期：明治29(1896)年頃から明

治時代後期

自家用酒製造禁止という制度的契機により，多

数の共同酒造場が創出された時期．酵取り焼酎は

「商品」となりつつあった．この頃同郡の酒類生

産は，謬取り焼酎に特化していった．

3)発展期：明治時代後期～大正年間

酒精式焼酎との市場競合により積極的酒造業経

営が指向された時期． 一時生産が増加したが，球

磨郡外の市場開拓が未熟であり，昭和期の停滞・

統制期へと向かう．酒精式焼酎の一時的進出は，

かえって同郡の酒類嗜好を謬取り焼酎へ向わせる

ことになった．

本章においては，熊本県における近代酒造業の

特殊性の 1つが酒類別生産地域の特化であるとし

てその形成過程を，焼酎生産地域から概観した．

最後にこれまでの熊本県酒造業の近代酒造業での

位置付けは，わが国における近代酒造業の基本的

性格のいかなる部分の地域的投影であるかの予察

をもって本稿の結びにかえよう．
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N 結びにかえて

本稿では，熊本県酒造業の近代酒造業としての

形成過程を，わが国の近代酒造業の基本的性格と

関連させながら整理した．これによって明らかに

なった同県酒造業の近代酒造業としての特殊性

は，以下の 2点に集約できよう ．

l)明治期における熊本県酒造業は，①酒造業

者の発生の後進性，②酒造技術の後進性，によっ

て「地方酒造業」と位置づけられる．特に酒造業

者の発生の後進性は，積極的酒造業経営を阻害す

る資本の脆弱性として表われることが予測され

る．

2)明治期における熊本県酒造業の展開は，同

県内にあきらかな①清酒生産地域（したがって消

費地域），②焼酎生産地域（したがって消費地域：

後に酒精式焼酎工場の出現により新たな生産地域

が形成される）を形成させた．

以上 2点は，わが国の近代酒造業の形成過程研

究に多くの問題を提示しているように思われる．

まずわが国の近代酒造業における中心地域（先進

地域：大酪醸地）と周辺地域（後進地域：地方酒造

業地域）との関係をどのように把えるかの問題が

ある． また酒税が近代における重要な財源であっ

たことは，わが国の財政史における酒造業の位置

づけを重要なものとするだろう．酒造業者（資本）

の発生史的解明は，特に近代酒造業の地域的展開

に関連して重要な問題となろう． しかしながら酒

造業を伝統的産業として把え，その伝統性のみに

注目するのであれば，酒造業はわが国の資本主義

の発展を財政的に支えただけの「縮小産業」 48)

としてのみ位置づけられる恐れがある．たしかに

わが国の酒造業の現状は，特に清酒・乙類焼酎49)

製造業において減退傾向にあるといえよう 50).

しかし大酒造資本は，国外における洋酒会社の買

収，清酒の国外生産など経営の多角化・国際化を

はかっており 51)また，酒税は現在においても重

要な税収の 1つとなっている．一方地場産業とし

ての地方酒造業は，地域経済の活性化にも貢献で

きる可能性を残しているのである．このように古

くて新しい酒造業は，わが国の資本主義発展の諸

断面を提示しているのである．熊本県酒造業の特

殊性の 1つである酒類別生産・消費地域の特化，

特に焼酎生産・消費地域における酵取り焼酎と酒

精式焼酎の競合関係は，まさしく「近代」と「伝

統」の対峙状況として把えねばならないだろう．

本稿をまとめるにあたって法政大学の渡辺一夫先生

には大変御迷惑をおかけした．国士館大学学生神尾新

氏には資料の整理等でお世話になった記して謝意を

表します．また本稿を今年還暦をお迎えになられる渡

辺一夫先生に献呈いたします．
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